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Ⅰ かながわSAKAGURAについて 

１ 指定管理者公募の趣旨 

  かながわSAKAGURAの管理運営を効果的かつ効率的に行うことを目的に，岡山市かながわ

SAKAGURA条例（平成２１年１０月８日市条例第５３号）第２条の規定に基づき，指定管理

者を募集します。 

 

２ 施設の概要 

 (1) 名  称   かながわSAKAGURA 

 (2) 設置目的   来訪者に対し御津の歴史，観光情報等を提供するとともに，歴史的施

設を観光交流拠点とし地域活性化を図る。 

 (3) 所 在 地   岡山市北区御津金川６９０番地１ 

 (4) 構  造   木造２階建 

 (5) 延床面積   ４３３．３㎡ 

          ※令和５年度にかながわSAKAGURA改修工事（以下，「改修」という。）

を予定している。改修内容は別添のとおりの予定である。 

 (6) 施設概要   １階 展示室，売店，レストラン 

          ２階 ギャラリー，和室，談話スペース 

          駐車場 

 (7) 竣  工   平成６年３月 

 (8) 利用状況   

  令和２年度 令和３年度 令和４年度 

施設利用者数 １，６３６人 ２，０１８人 ３，５６９人 

利用料金 ５８千円 ８５千円 １４２千円 

※施設の過去３年分の収支決算については，別添「かながわSAKAGURA収支決算」のとおり。 

 

Ⅱ 指定管理者が行う業務について 

１ 指定期間 

  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで （５年間） 

  ただし，指定期間内であっても指定管理者の指定を取り消すことがあります。 

   ※詳細は「Ⅴ 指定の取消し等について」をご覧ください。 

 

２ 指定管理者が行う業務 

 (1) 施設の管理運営に関する業務 

   別添「かながわSAKAGURA管理業務仕様書」に定める業務 

 (2) 自主事業 

  ①  指定管理者は，施設の設置目的を効果的に達成し，ひいては市民や観光客の満足度

を高めるため，施設の管理運営に関する業務を妨げない範囲において，本施設を活用

し，自主事業を実施することができます。なお，実施に当たっては，事前に岡山市の

承認が必要です。     

  ②  自主事業の実施に要する経費は，指定管理者が負担し，事業により得た収入は，指

定管理者に帰属します。また，施設の管理運営に関する業務と自主事業とは経理を明
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確に区分してください。 

  ③  自主事業の実施において，第三者に損害を与えた場合の損害賠償など当該事業の実

施に伴う一切の責任は，指定管理者において対処していただきます。 

  ④  自主事業の実施にあたり，指定管理者は，岡山市から事業内容の事前承認を受け，

必要な使用許可手続きをし，使用料若しくは利用料金またはその両方を納付する必要

があります。必要な使用許可手続とは，自主事業の内容が本施設の設置目的の範囲内

にあたる場合，通常施設を使用する際の使用許可を受けることとなります。自主事業

の内容が本施設の設置目的の範囲外にあたる場合，指定管理者は，岡山市から行政財

産の目的外使用許可を受けることとなります。（※目的外使用の例：自動販売機の設

置，売店，飲食店の運営等） 

     なお，岡山市が必要があると認めるときは，自主事業実施にあたり，条件を定める

ことがあります。 

 ⑤  施設のレストラン，売店スペースについては，飲食の提供・特産品の販売を前提に

設置しているものです。岡山市としては，施設の設置目的の達成及び入場者のサービ

ス向上のため，指定管理者が一体的に経営することが効果的であり，自主事業として

飲食の提供，特産品の販売を行うことを期待しています。ただし，自主事業としての

飲食の提供，特産品の販売を行う提案がない場合は，岡山市が指定管理者以外の者に

対して行政財産目的外使用許可を行うものとします。 

     

３ 利用料金及び指定管理料 

 (1) かながわSAKAGURAの指定管理に当たっては，利用料金制度を採用するため，利用料金

については，指定管理者が自らの収入として収受できます。 

 (2) 利用料金は，岡山市かながわSAKAGURA条例に規定する金額の範囲内において，指定管

理者があらかじめ申請し，岡山市長の承認を得て，金額を定めることができます。 

 (3) 指定管理料は，かながわSAKAGURAの管理運営業務に伴う必要経費と利用料金等の収入

とを勘案して，その金額と考え方について，具体的にご提案ください。 

   指定管理料の金額については，指定期間中の合計額（５年間分）と年度別金額をお示

しください。このとき，年度ごとに消費税及び地方消費税（率１０％）を含んだ金額と

し，期間中の指定管理料は各年額を合計した額としてください。 

   併せて，本業務の執行により生じた収益の処分の考え方についても，ご提案ください。 

 (4) 指定管理料は，前項を含め，応募団体から提出された事業計画等に基づいて，協定書

で定める額とします。 

   また，指定管理料の提案において，自主事業からの繰入金を勘案した場合は，当該自

主事業が実際に実施できるかどうかにかかわらず，提案された指定管理料に基づいて管

理運営業務を実施していただきます。 

 (5) 指定管理者となる日より前に，施設使用者が現行の指定管理者に納付した利用料金の

内，次期指定期間中の使用に係る料金収入については，次期指定管理者に帰属するもの

とします。なお，この場合において，次期指定管理者が定めた利用料金と前納された利

用料金とに差額があるときも，これを追加で徴収することはできません。 

(6) 指定期間中に施設使用者から収受した施設利用料金の内，指定期間が満了する日の翌

日以降の施設使用に係る料金収入（前受分）については，新たな指定管理者又は岡山市
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に帰属するものであり，速やかに引き継ぐものとします。 

 (7) 指定管理料の上限額（消費税及び地方消費税を含む。）は，２８，８００，０００円（令

和６年度から令和１０年度の５年間分）です。 

   なお，指定管理料の提案額は，５年間の合計の指定管理料の上限額以下である必要が

あります。 

 (8) 指定管理料の支払方法ほか，必要な事項については，協定書で定めるものとします。 

 

４ 指定管理者の指定，業務引継ぎ及び協定書の締結 

 (1) 指定管理者の指定は，岡山市議会での議決を経て行います。その後，管理運営に係る

協定書を締結します。 

 (2) 指定管理協定の発効までに，現行の指定管理者から業務引継ぎを行っていただきます。

引継ぎに要する全ての経費は，次期指定管理者の負担となります。 

 (3) その他，詳細については，岡山市と指定管理者とが協議するものとします。 

 (4) 指定期間が満了する年度においては，３月から４月にかけて，引継ぎ事務が発生しま

す。この場合も，岡山市と詳細な事項について協議の上，引継ぎを行ってください。 

 

５ その他（留意事項等） 

 (1) 不可抗力その他岡山市及び指定管理者のいずれの責めにも帰することができない事由

により生じた公の施設の管理に伴う損害については，指定管理者とその負担責任の帰属

及び負担割合について協議させていただきます。（修繕等のリスク分担については，別表

１「リスク分担表」のとおりです。） 

 (2) 指定管理者は，その地位によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し，又は承継さ

せてはなりません。 

 (3) 指定管理者は，管理業務を一括して，又は主たる部分を第三者に委託し，又は請け負

わせることはできません。 

 (4) 指定管理者は，事前に書面による岡山市長の承認を得た場合は，管理業務の一部を第

三者に委託し，又は請け負わせることができます。 

 (5) 管理業務に際しては，守秘義務の遵守を徹底していただきます。 

   管理業務に関して保有する個人情報の管理にあたっては，個人情報の保護に関する法

律（平成１５年法律第５７号）及び行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）に従い，適切な管理を行っていただ

きます。 

 (6) 管理業務に関する情報の公開については，岡山市情報公開条例（平成１２年市条例第

３３号）の趣旨を踏まえ，公開に努めていただきます。 

 (7) 施設の管理運営に関する業務の実施状況について，仕様書のとおり日常報告及び定期

報告を行っていただきます。 

 (8) 施設の管理運営に関する業務の実施状況に対するモニタリング・評価結果については，

公表します。 

 (9) 施設の管理運営に関する業務の収支については，公表または公開します。 
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Ⅲ 応募について 

１ 応募資格 

 (1) 法人その他の団体（以下「団体等」という。）であること。法人格の有無は問わず，グ

ループでの応募も可能です。個人又は個人と同一視されるような団体（組織，責任主体，

代表者，意思決定，財産管理等の定めがないもの）は申請できません。 

 (2) 指定期間中，対象施設を一体的に安全かつ円滑に管理運営できる経営の規模及び能力

を有する団体等であること。ただし，グループの場合は，各構成員の経営の規模及び能

力を総合して，対象施設を一体的に安全かつ円滑に管理運営できる経営の規模及び能力

を有していれば良いものとします。 

 (3) 岡山市内に本社，支社又は営業所等，事業活動の拠点があること。なお，グループの

場合は，全構成員が岡山市内に本社，支社又は営業所等，事業活動の拠点を有していな

ければなりません。 

 (4) 同様の施設の管理運営実績があること。ただし，グループの場合は，各構成員の管理

運営実績を総合して，同様の施設の管理運営実績を有していれば良いものとします。 

 (5) 団体等又はその代表者が，次の事項に該当しないこと。 

   ① 法律行為を行う能力を有しない者が代表者である。 

   ② 破産者で復権を得ない者が代表者その他役員である。 

   ③ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項（同項を準用

する場合を含む。）の規定により岡山市における一般競争入札等の参加を制限されて

いる者が代表者その他役員である。又は同項の規定により岡山市における一般競争

入札等の参加を制限されている。 

   ④ 団体等が，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の規定

により岡山市から指定の取消しを受けた日から２年を経過していない。 

   ⑤ 岡山市における指定管理者の指定の手続において，その公正な手続を妨げた者又は

公正な価格の成立を害し，若しくは不正の利益を得るために連合した者が代表者そ

の他の役員である。 

   ⑥ 国税又は地方税を滞納している者が代表者その他役員である。又は団体等が国税又

は地方税を滞納している。 

   ⑦ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条に規定するものをいう。）が代表者，役員又は従業員である。 

   ⑧ 岡山市の長，他の執行機関の委員又は市議会議員が代表者その他役員である。（外

郭団体及び町内会その他これに準ずる団体を除く。） 

   ⑨ 団体等が，岡山市から，岡山市指名停止基準別表第７項第１号ア，同項第２号ア，

第８項第１号，第９項又は第１１項のいずれかに該当することを理由に，指名停

止されている。 

 (6) 応募者説明・現地見学会に必ず出席してください。出席がない場合は応募することが

できません。ただし，グループで申請する場合は，代表となる団体等が出席すれば良い

こととします。 

 ※ 複数の団体等がグループを構成して申請する場合は，次の事項に留意してください。 

  ① グループで適切な名称を設定し，代表となる団体等を選定の上，申請の際にグループ

を構成したことを証する書面（任意のもので構いませんが，共同事業体結成届書（様
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式第２－２号）及び共同事業体協定書（様式第２－３号）を参考として作成していま

す。）を提出してください。この場合，代表となる団体等は，当該グループにおける責

任割合が最大でなければなりません。なお，責任割合が最大であることの確認は，様

式第２－３号共同事業体協定書の例であれば，損益の分担割合をもって行います。 

  ② 当該グループの全構成員が，応募資格(1)及び(5)を満たしていなければなりません。 

  ③ 当該グループの構成員は，別のグループの構成員となり，又は単独で，この募集要項

により指定管理の指定の申請をすることはできません。 

  ④ 応募に関する事務は，代表となる団体等を通じて行います。 

  ⑤ 申請後の代表団体等，グループを構成する団体等の変更は，原則として認めません。 

 

２ 応募方法 

 (1) 提出書類 

   次の書類について，各１６部（正本１部，副本１５部）をご提出ください。 

   ① 応募資格申立書（様式第１号） 

   ② 指定管理者指定申請書（様式第２－１号）（かながわSAKAGURA条例施行規則 様式第１号） 

    ＊グループで申請する場合に添付するもの 

     ・共同事業体結成届出書（様式第２－２号） 

     ・共同事業体協定書（様式第２－３号） 

   ③ 事業計画の概要（Ａ４版片面２枚以内） 

     事業計画の中で，特にアピールしたい内容等を記載してください。 

   ④ 事業計画書（様式３号） 

     Ａ４版縦形式２０ページ以内とし，本文で使用する文字のフォントサイズは，図

面や表を除き１１ポイント以上とします。 

   ⑤ 自主事業計画書(様式第４号) 

   ⑥ 自主事業収支計画書〔年度別，通年〕 (様式第５－１号，第５－２号) 

   ⑦ 収支計画書〔年度別，通年〕 （様式第６－１号，第６－２号） 

   ⑧ 職員配置計画書(様式第７号) 

     ※ 事業計画書の勤務ローテーションと配置人数を一致させてください。 

     ※ 確保済みの有資格者については，資格取得を証明する資料を添付してください。 

   ⑨ 定款，寄附行為，規約又はこれらに準ずる書類 

   ⑩ 貸借対照表（直近３年分） 

   ⑪ 損益計算書（直近３年分） 

   ⑫ 利益処分書又は株主資本等変動計算書（直近３年分） 

   ⑬ 国税・県税・市税の納税証明書 (発行日から１月以内のもの) 

    ※ 納税証明書については，滞納が無いことを証明できるよう，次のとおりとします。 

     国税：「納税証明書」（法人税，消費税及び地方消費税に未納税額のない証明書） 

     県税：「納税証明書」によって，県徴収金の滞納がないことが証明できること。（証

明書の使用目的は，「指名競争入札参加資格審査申請」で可能。 

     市税：「滞納無証明書」（岡山市契約課／水道局入札参加資格審査用）によって，

未納税額がないことを証明できること。 



- 7 - 

 

    ※ 県税及び市税については，岡山県及び岡山市の納税証明書とします。ただし，申

請者の所在地が岡山県以外又は岡山市以外であるときは，当該所在地の県税及び

市税の納税証明書も添付してください。 

   ⑭ 法人登記簿等の登記事項証明書又は登記簿謄本（発行日から３月以内のもの） 

    ※「履歴事項全部証明書」（登記簿に記録されている閉鎖のない事項の全部の証明） 

   ⑮ 役員の氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ），住所，生年月日及び略歴（最終学歴及び職歴）を記載した書

類 

   ⑯ 印鑑登録証明書（発行日から３月以内のもの） 

   ⑰ その他，必要と認める書類 

    ※ 上記のほか，別途，書類等の提出を求めることがあります。 

    ※ グループで申請する場合，①及び⑨から⑯までの書類はグループを構成するすべ

ての団体等のものを提出してください。 

    ※ 上記提出書類は，軽量化のため，紙製等のフラットファイル等に①から順に綴じ，

表紙及び背表紙には，応募対象施設申請書名及び団体等名を明記してください。

また，少なくとも③事業計画の概要から⑧職員配置計画書までには通し番号を付

したり，提出書類の種別ごとにインデックスを付したりするなど，見やすさに配

慮してください。 

 (2) 申請用紙の配布期間及び場所 

   ① 申請用紙配布 

   （期間） 令和５年８月９日（水）～令和５年９月１日（金） 

        午前８時３０分～午後５時１５分 

        ※ 土曜日・日曜日・祝日は除きます。 

   （場所） 岡山市北区大供一丁目１番１号 

        岡山市役所 ５階  

        産業観光局 観光部 観光振興課 

   ② 岡山市ホームページからのダウンロード 

   （期間） 令和５年８月９日（水）～令和５年９月１日（金） 

   （アドレス）https://www.city.okayama.jp/soshiki/13-3-1-0-0_1.html 

 (3) 応募者説明・現地見学会  

   （日時） 令和５年９月４日（月）午前１０時  

   （場所） かながわSAKAGURA 

   （申込み）応募者説明・現地見学会参加申込書（様式第８号）に所定事項を記入のう

え，令和５年９月１日（金）までに持参，ＦＡＸ又は電子メールにより申

し込んでください。なお，ＦＡＸ又は電子メールにより申し込みを行う場

合は，送付した旨を電話にて連絡し，受信確認を行ってください。 

    ※ 応募団体は，応募者説明・現地見学会に必ず出席してください。出席がない場合

は応募することができません。ただし，グループで申請する場合は，代表となる

団体等が出席すれば良いこととします。 

    ※ 参加できる人数は，原則として１団体につき３人以内とします。ただし，グルー

プで申請する場合は，構成員ごとの参加人数が２人以内であれば，１団体として

３人を超えても差し支えありません。 
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 (4) 質問受付 

   （期間） 令和５年８月９日（水）～令和５年９月１９日（火） 

       午前８時３０分～午後５時１５分 

        ※ 土曜日・日曜日・祝日は除きます。 

   （方法） 質問は書面でのみ受付けます。「質問書（様式第９号）」に記入の上，持参，

ＦＡＸ又は電子メールにて提出してください。なお，ＦＡＸ，電子メールに

より質問する場合は，送付した旨を電話にて連絡し，受信確認を行ってくだ

さい。 

        書類又は本要項の名称・項目及びページを記入のこと。 

        ※ 指定管理者の選定評価に支障をきたす質問や，今回の公募及び指定管理

業務に必要ないと判断される質問は受け付けません。 

   （提出先）「Ⅵ お問い合わせ先」まで提出してください。 

   （回答） 質問への回答は随時，岡山市のホームページで行います。なお回答内容は，

本要項及び業務仕様書と一体として効力を有するものとします。 

   （アドレス） https://www.city.okayama.jp/soshiki/13-3-1-0-0_1.html 

 (5) 応募受付期間 

    令和５年９月２１日（木）～令和５年９月２８日（木） 

    午前８時３０分～午後５時１５分 

    ※ 土曜日・日曜日・祝日は除きます。 

 (6) 書類提出先及び提出方法 

   応募団体は，申請書ほか必要書類を下記提出先にご持参ください。その他の手段（郵

送・ＦＡＸ・電子メール等）による応募は受け付けません。 

   （提出先）岡山市北区大供一丁目１番１号 

        岡山市役所 本庁舎５階  

        産業観光局 観光部 観光振興課 

 

３ 応募に当たっての留意事項 

 (1) 関係法令，関係条例及び規則等を承知の上で，ご応募ください。 

 (2) 提出された書類の内容を変更することはできません。ただし，岡山市が必要と認める

場合は，追加書類を提出していただくことがあります。また，聞き取り調査等を実施す

ることがあります。 

 (3) 提出書類は返却しません。 

 (4) 提出書類に虚偽の記載があった場合は，失格とします。 

 (5) 岡山市公の施設の指定管理候補者選定委員会設置条例（平成２５年市条例第６号）に

基づき設置され，指定管理者の候補者選定に関する審査を行う岡山市公の施設の指定管

理候補者選定委員会（以下「選定委員会」という。）の委員に対して，応募団体等が本件

応募，選定に関して直接，間接を問わず自己の有利となる目的を持って意図的に接触す

ることを禁止します。また，当該接触の事実が判明した場合は，その応募団体等は失格

となります。 

 (6) 応募に関して必要な費用は，全て応募団体等の負担となります。 

 (7) 応募団体等から提出された書類等の著作権は，作成者に帰属します。 
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 (8) 前号にかかわらず，岡山市は，本要項に基づいて提出される書類の内容を無償で使用

できるものとします。 

 (9) 応募団体等から提出された前項の書類の全部又は一部，応募団体等の指定管理者選定

基準の各項目の採点結果等が公表又は公開されることがあります。また，指定管理候補

者選定に係る審議過程，審議結果及びその記録について，公表又は公開されることがあ

ります。 

 (10) 申請書類を提出後に応募を辞退する場合は，「応募辞退届（様式第１０号）」を，申請

書提出課に持参により提出してください。ただし，選定委員会における審査後の辞退は

認められません。 

 (11) 本募集にあたり，岡山市から応募団体等に提供する書類については，応募に係る検討

以外の目的で使用することを禁じます。 

（12）本募集にあたっては令和５年度に施工する改修の内容を考慮し，申請を行ってくださ

い。 

 

Ⅳ 審査について 

 １ 提出された事業計画書等は，岡山市公の施設の指定管理候補者選定委員会設置条例（平

成２５年市条例第６号）に基づき設置される選定委員会において内容を審査し，指定管

理者の候補者を選定します。 

 ２ 選定委員会での審査にあたり，提出書類に基づき事業計画等について，応募団体等か

らヒアリングを行いますので，各応募団体等に付き３人以内で，必ずご出席ください。 

   なお，ヒアリングを実施する日時及び場所については，応募受付期間終了後，選定委

員会から応募団体等に通知します。（ヒアリング会場では，プロジェクター等の使用はで

きません。） 

 ３ 審査に当たっては，別表２「かながわSAKAGURA指定管理者選定基準」により総合的に

評価します。 

 ４ 指定管理料の提案額が，岡山市が予定する指定管理料の上限額を上回った場合は，評

価の対象となりません。 

 ５ 指定管理者選定基準のいずれかの審査項目の内容で，評価点が得られなかった場合は，

失格となることがあります。 

 ６ 審査結果については，応募団体等に対して，指定管理者の候補者の選定結果通知書の

送付により通知します。 

 ７ 指定管理者の指定議案の議決後，岡山市のホームページで指定管理者の名称等を公表

します。グループを構成している場合は，構成員の名称も公表します。また，採点結果

については，申請者全員の総合点数を公表します。 

 

Ⅴ 指定の取消し等について 

  以下の事由に該当した場合，指定管理者の指定が取り消され，又は期間を定めて管理業

務の全部又は一部の停止を命ぜられることがあります。 

 １ 正当な理由なく，地方自治法第２４４条の２第１０項の規定に基づく岡山市長の指示

に従わないとき。 

 ２ 岡山市かながわSAKAGURA条例及び同条例施行規則の規定又は協定書に記載の事項に違
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反したとき。 

 ３ 報告の要求等に対して正当な理由無くこれに応じないとき，又は虚偽の報告をしたと

き。 

 ４ 応募資格を満たさなくなったとき。 

 ５ 指定管理者に滞納処分，強制執行，担保権の実行としての競売，破産等の手続が開始

されたとき。 

 ６ 指定管理者の代表者，役員又は従業員の行為が，法令，条例，協定等に違反し，又は

違反するおそれがあると認められるとき，その他管理業務を継続させることが社会通念

上著しく不適当であるとき。 

 ７ 管理業務の処理が著しく不適当であると認められるとき。 

 ８ 管理業務を履行しないとき，又は履行の見込みがないと認められるとき。 

 ９ その他指定管理者として不適当と認められるとき。 

 

Ⅵ お問い合わせ先 

  〒７００－８５４４  岡山市北区大供一丁目１番１号 

  岡山市 産業観光局 観光部 観光振興課 

  ＴＥＬ ： ０８６－８０３－１３３２ 

  ＦＡＸ ： ０８６－８０３－１８７１ 

  E－mail ： kankou＠city.okayama.lg.jp 

  お問い合わせ時間等 ： 平日（土曜日・日曜日及び祝日は除きます。） 

              午前８時３０分から午後５時１５分まで 
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別表１ 

 

リスク分担表 

種 類 原 因 ・ 内 容 

負 担 者 

岡山市 
指定管理

者 

社会情勢等の変動

による経済的損失 

法令の変更，金利・物価の上昇などに

よるもの 
 ○ 

需要見込みの変化や競合施設によるも

の 
 ○ 

税制の変更によるもの  ○ 

第三者に生じた損

害の賠償責任 

指定管理者の自主事業によるもの  ○ 

管理業務の範囲内で指定管理者の故意

又は過失によるもの 
 ○ 

管理業務の範囲内で岡山市の故意又は

過失によるもの 
○  

管理業務の範囲内で管理物件の瑕疵に

より生じたもの 
 ○ 

管理業務の範囲外で管理物件の瑕疵に

より生じたもの 
○  

上記以外の原因によるもの 協  議※３ 

管理物件の損傷に

対する修繕責任 ※

２ 

指定管理者の管理業務により生じたも

の 
 ○ 

老朽化により生じた軽微なもの ※１  ○ 

老朽化により生じた重大なもの ※１ ○  

不可抗力により生じた軽微なもの※１  ○ 

不可抗力により生じた重大なもの※１ ○  

指定管理者の自主事業によるもの  ○ 

上記以外の原因によるもの 協  議※３ 

災害等による損害 

指定管理者の従業員及び所有物件に生

じたもの 
 ○ 

岡山市が，災害対策のために管理物件

を使用したことによるもの 
協  議※３ 

上記以外の原因によるもの 協  議※３ 
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業務内容変更にか

かる費用 

行政上の利用による業務内容の変更に

伴う経費の増加 
○  

指定管理者の提案に基づく指定期間中

途の業務内容の変更に伴う経費の増加 
 ○ 

指定期間終了にか

かる費用 
指定期間終了時の原状復帰に係る経費  ○ 

その他 協  議※３ 

※１ 軽微な修繕（１件につき１０万円未満（消費税及び地方消費税を含む。））につ

いては指定管理者の負担とし，重大な修繕（１件につき１０万円以上（消費税及び地

方消費税を含む。））については岡山市の負担とする。 

※２ 指定管理料の算出にあたって，年間１５万円の修繕料を見込んでいる。したがっ

て，市と協議の上，５年間で計７５万円の執行となるよう計画的な修繕に取り組むこ

と。 

※３ 協議に際しては，書面で行うこととする。 
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別表２ 

かながわSAKAGURA指定管理者選定基準 

分類 審査事項 着眼点 

事
業
計
画
等 

(1) 施設の設置目的･管理運営方針の理解［合目的性］ 【４０点】 

 ① 管理運営に対する理念･

基本方針 

・施設の設置目的，性格及び管理運営業務の範囲や，当該施設の果たす

役割を，御津地域の観光振興も踏まえて十分に理解し，管理運営に対

して明確かつ適切な理念や基本方針を持っているか。 

・指定管理者となることへの意欲が感じられるか。 

② 平等利用に関する方針 ・市民・観光客の平等な利用について考慮されているか。 

(2) 運営体制や組織［責任性，実行性］ 【１２０点】 

 ① 施設の管理運営に 

関する計画 

・施設の管理運営業務を適切に実施する計画となっているか。 

・施設・設備等のメンテナンスを適切に実施し，快適な施設環境を確保

する計画となっているか。 

・経営実績のある施設の数及び規模が，指定する施設と同程度，又はそ

れ以上か。 

・安定的な管理運営を継続できるか。 

② 職員配置・人材育成等に

関する計画 

・施設の管理運営に必要な人員，資格者等が十分確保されているか。 

・業務分担に偏りがなく，また，勤務体制，勤務ローテーション等に無

理はないか。 

・被用者の賃金は地域別最低賃金を上回っており，また，社会保険への

加入など，被用者の労働条件に関する配慮はされているか。 

・施設の職員の資質や能力の向上を図るための研修計画や資格取得方針

があるか。 

(3) 社会的要請への対応［社会性］ 【４０点】 

 ① 地域振興・活性化等への

配慮 

・地元雇用に対する配慮はされているか。 

・地域振興・活性化等に寄与する計画があるか。また，内容は適切か。 

② 障害者・高齢者の雇用 

促進への配慮 

・団体等として高齢者や障害者の雇用促進に対する配慮はされている

か。 

③ 男女共同参画への配慮 ・団体等として男女が共同して働きやすい職場づくりをしているか。 

④ 環境保護への配慮 ・岡山市グリーンカンパニー，ＩＳＯなどを取得しているなど，環境保

護への配慮はされているか。 

(4) 安全・安心の確保［安全性］ 【３０点】 

 

① 安全対策・危機管理 ・事故の発生を予防するための対策，体制が用意されているか。 

・緊急時の対応マニュアル及び連絡体制の整備（災害を含む。）や，職

員への研修計画など，緊急時に適切に対処する体制が用意されている

か。 

② 個人情報保護に関する ・個人情報保護に関する規程等の整備や，職員への研修計画など，適正
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取組み な個人情報の保護に向けた体制が用意されているか。 

③ 情報公開等に関する取

組み 

・情報公開に関するマニュアル等を整備するなど，情報公開や監査請求

に適切に対処できる体制が用意されているか。 

事
業
計
画
等 

(5) 施設の利用促進とサービス向上への取組み［独創性］ 【１２０点】 

 

① 利用促進への取組み ・施設の利用者増加に結びつく具体的な計画があるか。また，実現は可

能か。（※自主事業を除く。） 

・地域振興・活性化等に寄与する取組みはあるか。また，市，地域，関

係機関（地元観光協会等），各種ボランティア等との連携が図られて

いるか。 

② サービス向上への取組

み 

・市民・観光客へのサービスの向上に結びつく具体的な計画があるか。

また，十分なサービス向上が見込まれるか。（※自主事業を除く。） 

・苦情，要望等を正確に把握し，適切に対処する体制が用意されている

か。また，市民・観光客へのサービスの向上に結びつくものとなって

いるか。 

③ 自主事業計画 ・施設の利便性向上に寄与する自主事業計画となっているか。 

・施設の利用者増加に結びつく自主事業計画となっているか。 

・計画期間や実施回数等は適切か。また，管理運営に支障のない計画と

なっているか。 

・収益が見込めるか。また，収益の利用目的は適切か。 

収
支
計
画 

(1) 適切な収支の算定［経済性］ 【１５０点】 

 

① 収支計画 ・収支計画の積算（利用料金の設定含む）は妥当か。また，管理運営に

支障のない積算となっているか。 

② 指定管理料 ・指定管理料の提案額はいくらか。 

【合計 ５００点】 

 ＊ いずれかの審査項目の内容で，評価点が得られなかった場合は，失格となることがあります。 

 

   

 

 


